
 

 

 

  

 

 

9月 7日、本学学生が起訴されたことを受け、静岡県立大学学長のコメントを発表し

ます。学長コメントは本学ホームページ http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/ 

に本日掲載します。 

 

 

 

＜学長コメント＞ 

9 月 7 日、本学看護学部の学生が死体遺棄容疑で静岡地方裁判所に起訴されました。 

本学に在学する学生が刑事事件で起訴される事態に至ったことにつきまして、大変残

念なことと深刻に受けとめております。 

地域の皆様には多大な御迷惑と御心配をお掛けしておりますことにつき、改めて心よ

りお詫び申し上げます。 

事実は、今後、公判の過程において明らかにされることと存じますが、本学といたし

ましては、引き続き、適時・適切な学生への指導に全力を尽くしてまいります。 

 

平成 29年 9月 7日 

静岡県立大学 学長 鬼頭宏 
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